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処分の概要 家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の停止命令等

法 令 名

根 拠 条 項
児童福祉法 第34条の17第4項

法 令 番 号 昭和22年法律第164号

【基準】

法第34条の17第4項の規定による。

第34条の17

4 市町村長は、前項に規定する場合において家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を継

続させることが児童福祉に著しく有害であると認められるときは、当該家庭的保育事業等

又は乳児等通園支援事業を行う者に対し、その家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業

の制限又は停止を命ずることができる。
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